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平成 30 年３月 27 日 

各      位 

会  社  名  五洋インテックス株式会社 

代 表 者 名  代表取締役社長 大脇 功嗣 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード７５１９） 

問 合 せ 先  

役職・氏名 取締役管理部長 小林 光博 

電 話 0568－76－1050 

 

第三者委員会設置に関するお知らせ 

当社は、平成27年３月期に新規事業として行ったタブレット端末の販売（報告セグメントでは、平成27

年３月期の「その他」に含まれます。）に関して債権の未回収が生じ、詐欺による刑事告訴を行っていま

す（平成28年3月25日付「営業外費用の計上に関するお知らせ」をご参照ください。）が、このたび外部か

らの指摘により、当該未回収の取引に係る売上計上の妥当性に懸念がある旨の指摘を受けました。また、

太陽光パネルなどの販売（報告セグメントでは、平成27年３月期から平成28年３月期の「環境関連」に含

まれます。）及びその他の新規事業（報告セグメントでは、平成27年３月期から平成29年３月期の「その

他」に含まれます。）に関しても、売上計上の方法について懸念がある旨の指摘を受けたことから、本日

付けで社外の専門家による第三者委員会を設置いたしましたので、下記のとおりご報告いたします。 

 

 

記 

 １．委嘱事項 

   過去４期分（平成27年３月期から平成30年３月期 第３四半期累計まで）の決算数値の適正性、及

び適正でない場合の原因の調査、並びに過年度の会計処理の訂正による範囲、影響額等を確認する。 

   なお、委嘱事項の対象となります新規事業に関しまして、平成27年３月期から平成29年３月期にお

きましては、下記のセグメント別連結売上高の「環境関連」及び「その他」の一部の取引を予定して

おり、平成30年３月期 第３四半期累計におきましては、同様の新規事業の取引がないか確認する予

定にしております。 

 

平成27年３月期                                （単位：千円） 

報告セグメント  

 室内装飾品関連 環境関連 計 
その他 合計 

連結売上高 1,323,146 211,185 1,534,331 62,769 1,597,101

 

平成28年３月期                                （単位：千円） 

報告セグメント  

 室内装飾品関連 環境関連 計 
その他 合計 

連結売上高 1,496,162 119,247 1,615,410 32,824 1,648,235
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平成29年３月期                                （単位：千円） 

報告セグメント  

 室内装飾品関連 ＩＴ関連 計 
その他 合計 

連結売上高 1,502,031 623,390 2,125,422 38,800 2,164,222

 

平成30年３月期 第３四半期累計                        （単位：千円） 

報告セグメント  

 室内装飾品関連 ＩＴ関連 計 
その他 合計 

連結売上高 1,049,552 241,459 1,291,012 ― 1,291,012

 

 ２．構成委員 

  ①委員長 藤村 厚夫（ふじむら あつお） 

   （略歴）     

平成07年04月 弁護士登録 

平成14年01月 藤村法律事務所設立（現） 

平成16年02月 日弁連選挙管理者（現） 

平成17年10月 東京簡易裁判所非常勤裁判官 

平成26年01月 一般社団法人ＩＬＣ 副理事長（現） 

 

②委員 神崎 時男（かんざき ときお） 

   （略歴） 

平成12年11月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 

平成14年10月 朝日監査法人（現あずさ監査法人）入所 

平成20年12月 公認会計士神崎時男事務所開設（現） 

平成24年02月 株式会社オーディター設立 代表取締役（現） 

 

③委員 菊池 愼太郎（きくち しんたろう） 

   （略歴） 

平成12年10月 中央青山監査法人入所 

平成19年07月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所 

平成30年02月 そうせい監査法人設立 代表社員（現） 

 

④委員 岡田 奉典（おかだ とものり） 

   （略歴） 

平成24年12月 弁護士登録 

平成28年03月 シティ法律事務所入所（現） 

 

   ※各委員と当社との間において、その独立性に影響を及ぼすような関係や取引はありません。 

 

 ３．今後の対応 

   現時点では影響の見込み等は明らかではありませんが、調査期間は１ヶ月程度を目処としており、

第三者委員会からの報告書を受領次第開示いたします。 

以  上 


